
債 権 差 押 命 令 申 立 書 

（裁判所が電子的に作成した債務名義に基づく申立ての場合） 

地方裁判所         御中 

令和  年  月  日 

 債権者 印 

電  話 

ＦＡＸ 

             当事者 

請求債権           別紙目録記載のとおり 

差押債権 

債権者は、債務者に対し、別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に記載

された請求債権を有しているが、債務者がその支払をしないので、債務者が第三債務者

に対して有する別紙差押債権目録記載の債権の差押命令を求める。 

☐  ➀以下のうちレを付した書面の事件特定情報は、本申立書（申立書の

記載が訂正された場合には、訂正後のもの）記載のとおりである。 

□ 債務名義（□ 更正決定・処分あり） 

□ 執行文 

□  ➁事件特定情報は、事件特定情報提供書面のとおりである。 

 

 

□ 第三債務者に対する陳述催告の申立て（民事執行法１４７条１項）をする。 

添 付 書 類 

１ 資格証明書         通 

２               通 

 

□については、レを付したもの。 

➀か➁の

いずれか

にレを付

してくだ

さい。 



債 権 差 押 命 令 申 立 書 

（裁判所が電子的に作成した債務名義に基づく申立ての場合） 

○○ 地方裁判所         御中 

令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 

債権者           執 行 太 郎   印 

電  話  ００００－１１－２２２２ 

ＦＡＸ  ３３３３－４４－５５５５ 

             当事者 

請求債権           別紙目録記載のとおり 

差押債権 

債権者は、債務者に対し、別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に記載

された請求債権を有しているが、債務者がその支払をしないので、債務者が第三債務者

に対して有する別紙差押債権目録記載の債権の差押命令を求める。 

 

 

 

 

 

☑  ➀以下のうちレを付した書面の事件特定情報は、本申立書（申立書の

記載が訂正された場合には、訂正後のもの）記載のとおりである。 

☑ 債務名義（□ 更正決定・処分あり） 

☑ 執行文 

□  ➁事件特定情報は、事件特定情報提供書面のとおりである。 

 

➀か➁の

いずれか

にレを付

してくだ

さい。 

記載例・留意事項 

（注）次のア～エの場合には、➁に☑を付し、事件特

定情報提供書面を提出してください。 

ア. 複数の債務名義に基づく申立てである場合 

イ. 執行文、更正決定・処分が複数ある場合 

ウ. 執行文、更正決定・処分が債務名義と異なる裁

判所により作成された場合 

エ. 督促手続オンラインシステムにより発付された

仮執行宣言付電子支払督促に基づく申立てであ

って、督促異議が申し立てられた場合（異議取

下げ又は異議却下があった場合は除く） 

（注）債務名義・執行文について☑を付してください。た

だし、執行文の付与を要しない場合については、「執行

文」に☑を付する必要はありません。 

執行文の付与を要しない場合の例： 

債務名義が仮執行宣言付電子支払督促や少額訴訟の

判決であって、当事者がこれらに表示された当事

者と同一である場合 



 

☑ 第三債務者に対する陳述催告の申立て（民事執行法１４７条１項）をする。 

添 付 書 類 

１ 資格証明書       ２ 通 

２               通 

□については、レを付したもの。 

（注）「陳述催告」とは、第三債務者に対し、差

押債権の有無や内容について「陳述書」を提出

するよう催告する手続です。 

 陳述書には、例えば、給料の差押えであれば

「債務者を雇っているか、給料はいくらか」等

を、預貯金の差押えであれば「債務者の口座は

あるか、残高はいくらか」等を記載するように

なっています。陳述書は、債権者と裁判所に送

付されます。 

 なお、陳述催告書は、差押命令正本と同時に

発送します。 


